
 

経営支援情報まとめ
（令和５年２月２４日現在）
※ 【 】はお問い合わせ先

記載している情報の詳細は、

必ずHPなどでご確認ください。

★・・・事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が

必要。発行までに早くて１週間程度かかります。
（小規模事業者持続化補助金の＜一般型＞は郵送での

申請も可）

事業再構築補助金★
思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の①～③の必須

要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援。

①R２年４月以降の連続する６ヵ月間のうち任意の３ヵ月の合計売

上高が、コロナ以前（R１年又はR２年１～３月）の同３ヵ月と比較し

て１０％以上減少（または付加価値額１５％以上減少）

②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一

体となって事業再構築に取り組む

③補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均３．０%（一

部５．０％）以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均

３．０%（一部５．０％）以上増加の達成

◆主な申請枠の補助金額・補助率について

■通常枠

補助額：１００万円～従業員数に応じて８，０００万円

（中小企業等）補助率３分の２

（６，０００万円超は２分の１）

（中堅企業等）補助率２分の１

（４，０００万円超は３分の１）

■回復・再生応援枠

以下の①又は②のどちらかを満たすこと

①R３年１０月以降のいずれかの売上高が対前年または前々年

の同月比で３０％以上減少

②中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）等から

支援を受け再生計画等を策定

補助額：１００万円～従業員数に応じて１，５００万円

（中小企業等）補助率４分の３

（中堅企業等）補助率３分の２

■グリーン成長枠

以下の①～③の要件を全て満たすこと

①事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一

体となって事業再構築に取り組む

②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均５．０％以上

増加または従業員一人当たり付加価値額の年率平均５．０％以

上増加

③グリーン成長戦略「実行計画」１４分野に掲げられた課題解決

に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関する

２年以上の研究開発・技術開発または従業員の一定割合以上へ

の人材育成を実施

（中小企業等）補助額上限１億円、補助率２分の１

（中堅企業等）補助額上限１．５億円、補助率３分の１

■緊急対策枠

原油価格・物価高騰等の経済環境の変化を受け、R４年１月以

降の連続する６か月間のうち、任意の３か月間の合計売上高（ま

たは付加価値額）が、R１年～R３年の同３か月と比較して１０％

（または付加価値額が１５％）以上減少

補助額：１００万円～従業員数に応じて４，０００万円

（中小企業等）補助率４分の３

（中堅企業等）補助率３分の２

◆公募締切 第９回 R５年３月２４日（金）１８時

【コールセンター☎０５７０－０１２－０８８（ナビダイヤル）

IP電話０３－４２１６－４０８０】

ウィズコロナに対応したい！売上を伸ばすための取組をしたい！

小規模事業者持続化補助金★
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路

開拓等の取り組みや、その取り組みと併せて行う業務効

率化（生産性向上）の取り組みを支援するため、それに

要する経費の一部を補助。

※以下はR４年度の概要です。R５年度以降の公募につ

いては現時点で未定です。詳細が決まり次第、ホーム

ページなどでお知らせします。

◆補助対象者

◆補助内容

通常枠：補助率３分の２、上限５０万円

賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠：補

助率３分の２（賃金引上げ枠の内、赤字事業者は補

助率４分の３）、上限２００万円

※免税事業者からインボイス発行事業者に転換す

る小規模事業者は一律５０万円上乗せ

◆「特別枠」の対象となる事業者

※地域の商工会で作成が必要な書類もあるため余

裕をもって（締切１週間以上前まで）事前にご相談く

ださい。

◆申請方法

郵送または電子申請
【各地域の商工会または

宮崎県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事

務局 ☎０９８５－２４－２０５７】

ものづくり・商業・サービス

生産性向上促進補助金★
◆主な申請枠の補助金額・補助率について

■通常枠

革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス

提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。

補助上限額：７５０万円～１，２５０万円

補助率２分の１※小規模事業者は３分の２

■回復型賃上げ・雇用拡大枠

賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者に対し、必要な設備・シ

ステム投資等を支援。

補助上限額：７５０万円～１，２５０万円

補助率３分の２

■デジタル枠

DXに資する取り組みに必要な設備・システム投資等を支援。

補助上限額：７５０万円～１，２５０万円

補助率３分の２

■グリーン枠

温室効果ガスの排出削減に資する取り組みに必要な設備・

システム投資等を支援。

補助上限額：（エントリー類型）７５０万円～１，２５０万円

（スタンダード類型）１，０００万円～２，０００万円

（アドバンス類型）：２，０００万円～４，０００万円

補助率３分の２

■グローバル市場開拓枠

海外事業の拡大・強化等を目的とした取り組みに必要な設

備・システム投資等を支援。

補助上限額：３，０００万円

補助率２分の１※小規模事業者は３分の２

◆申請期限 １４次締切 R５年４月１９日（水）１７時

【サポートセンター☎０５０－８８８０－４０５３】

革新的な取組にチャレンジしたい！

業　　種 常時使用する従業員数

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） ５人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ２０人以下

製造業その他 ２０人以下

(1) 賃金引上げ枠

補助事業の終了時点で事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋30円以上（既に

達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より＋30円以上）とし

た事業者

(2) 卒業枠
補助事業の終了時点で常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を

超えて規模を拡大する事業者

(3) 後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取り組みを行う後継者候補としてア

トツギ 甲子園のファイナリストになった事業者

(4) 創業枠

産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者が実施した

「特定創業支援等事業」による支援を過去３か年の間に受け、かつ、過去３か年

の間に開業した事業者

(5) インボイス枠

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であっ

た又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者

に登録した事業者

コロナや物価高騰で資金繰りが厳しい・・・
『経営支援・災害対策貸付（コロナ対応借換型）』
新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大

した中小企業者の収益力改善等を支援（借換や新たな

資金需要に対応）。

【最寄りの取扱金融機関】

『みやざき再生支援特別貸付』
コロナ禍においてエネルギー価格等の物価高騰の影

響を受けている中小企業者を支援（R５年３月３１日保証

申込分まで）。

【最寄りの取扱金融機関】

『経営環境変化対応資金（セーフティネット貸付）』
社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況

が悪化している事業者の経営基盤の強化を図る。

※原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコス

ト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響を受け

ており、かつ、最近における売上高総利益率または売

上高営業利益率が前期に比し５％以上減少している事

業者は、特別利率を適用。

【日本政策金融公庫

宮崎支店☎０５７０－０９８５０２（ナビダイヤル）

延岡支店☎０５７０－０９８５３１（ナビダイヤル）】

『新型コロナウイルス感染症特別貸付』
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業

況が悪化している事業者を支援。

※当初３年間の利子補給制度の取扱は終了しています

【日本政策金融公庫

宮崎支店☎０５７０－０９８５０２（ナビダイヤル）

延岡支店☎０５７０－０９８５３１（ナビダイヤル）】

設備導入のための資金確保について
『みやざき設備資金貸付制度』
経営基盤の強化を図るために必要な設備導入を支援。

◆貸付対象企業

宮崎県内に工場又は事業所を有し、引き続き１年以上事業を営

んでいる小規模事業者または中小企業者

◆貸付条件

導入額：５０万円～２，５００万円

導入割合：２分の１以内

貸付利息：無利子

※貸付にあたっては、この他に指定された条件を全て満たす必要

がありますのでご注意ください。

【（公財）県産業振興機構 産業振興課☎０９８５－７４－３８５０】

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら


